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対象貨物・役務

液体クロマトグラフ

(株 )島津製作所製  PrOminence(LC-20A)シ リーズ

判定 (2019。 1.9施行法令準拠 )

輸出令別表第一の 1項～15項

同

外為令別表の

同

16項

1項～ 15項

16項

対象外

該当

対象外

対象外

判定理由

対象貨物は、分析装置の一種で、液体クロマトグラフである。 液体に溶解した成分の分析に用いる簡
便な装置である。 シリーズ内の適合ユニット(下記リスト参照)を組み合わせて、最適な構成とすることが
できるようになっていることが特徴である。 当該ユニットは、いずれも液体クロマトグラフを構成するように
設計された専用品であり、他の用途は想起しえない。

PЮminenceシ リーズ構成品リスト

システムコントローラ CBM-20A/20Alitc

液送ユニット     LC-20AD/20AT20AB
デガッサ       DGU… 20A3つOA5
オー トサンプラ      SIL¨ 20A/20AC

ラックチェンジャ   228-45029‐ 31/228-45030‐ 31

カラムオーブン    CTO_20A/20AC
高圧流路切替バルブ  FC平20AH2/20AH6
吸光度検出器     SPD-20A/2伊Ⅳ/M20A

輸出令について

輸出を規制される品日は、輸出令別表第一の 1項～15項に限定列挙されているところ、液体クロマトグ
ラフ及びその部分品は、いずれt)同表に掲げられた貨物ではない。 よって、対象貨物は輸出令別表第
一の 1項～15項について非該当と判定するc

外為令について

対象貨物には、いかなる技術情報・データも付属しない。 よって、外為令については対象外と判定す
る。

添付資料

1.項 目別対比表 (全 1頁 )
2.対象貨物資料 (全2頁 )



輸出貿易管理令 別表第一 項目別対比表 (該非判定用 )

輸出令別表第一で明らかに規制されていない貨物 貨 物 名 :液体クロマ トグラフ

メーカー名 :(株 )島津製作所

型及び銘柄 :Prominence(LC-20A)シ リーズ

該非判定をすることc本シー トは使用できない。

輸出令別表第二 (ホワイト国)以外に輸出する場合は、

注意事項

※ 判定欄で 「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、

※ 判定欄で「いいえJにチェックした場合でも、食品や木材等を除き、
キャッチオール規制 (用途・需要者)について確認すること。

:作成責任者 :(

:会 社 名

1所属 。役職

:(7,力・ ナ)

1氏   名

1電   話

作成年月 日 : H31年  3月  19日 )      |

柚大行政書士事務所            :

輸 出 令 月1表 第 一 関 連
判 定 欄

(いずれかをマーク)
貨物の内容・理由等

輸出令別表第一の 1～ 15の項

及び

貨物等省令第 1条から第 14条

に該当する貨物か?

は い いいえ

液体クロマ トグラフは、別一の 1

項～15項に掲げられていない






